
令和7年4月1日改定

　○中国地方整備局建設コンサルタント業務等請負業者選定要領に定める指名基準

 　　　【測量、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務】

・ 令和7年度　測量、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務 1
　通常指名競争入札方式及び標準プロポーザル方式における指名業者審査基準

　　　【建築関係建設コンサルタント業務（土木営繕）】

・ 令和7年度　建築関係建設コンサルタント業務－1 3
　標準プロポーザル方式における指名業者審査基準（案）　土木営繕版

・ 令和7年度　建築関係建設コンサルタント業務－2 4
　通常指名競争入札方式における指名業者審査基準（案）　土木営繕版　

　　　【建築関係建設コンサルタント業務】

・ 令和7年度建築関係建設コンサルタント業務－１ 5
　標準プロポーザルにおける業務業者選定及び審査基準

・ 令和7年度建築関係建設コンサルタント業務－２ 6
　通常指名競争入札における業務業者選定及び審査基準　　　　

 　　　【補償関係コンサルタント業務】

・ 令和7年度　補償関係コンサルタント業務 7
　通常指名競争入札方式及び標準プロポーザル方式における指名業者審査基準

令和 ７ 年度

業務発注に伴う入札・契約手続きについて（指名審査基準）

閲覧用



○ 通常指名競争入札方式及び標準プロポーザル方式における指名業者審査基準

 【令和７年度　測量、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務】 令和７年４月１日より適用

【審査Ａ】

　［評価］

　　　・資本関係
　　　　以下のいずれかに該当する二者の場合。
　　　　（イ） 子会社等（会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。(ﾛ)において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。(ﾛ)において同じ。）の関係にある場合
　　　　（ロ） 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

　　④当該業種に係る有資格者とは、「測量」においては、測量士、「土木関係建設コンサルタント業務」においては、技術士（当該部門）（又はＲＣＣＭ）、「地質調査」においては、技術士（当該部門）（又は地質調査技士）
　　　のことである。また、その他業務内容により、有資格者（有資格業者名簿記載有資格職員参照）を選定する。なお、有資格者（技術士【建設】）等を記入すること。
　　⑤公表用様式には同種業務の定義を明記する。「○○地域」は、業務内容・規模に応じて適宜選択する。

　　⑧港湾空港部所掌の業務は、適用除外とする。
　　⑨選定しようとする者の間に、競争の適正さが阻害されると認められる資本関係又は人的関係がある場合には、当該業種区分における順位の順で最上位の者のみを選定する。

　　　また、特殊な業務内容に限り、業務内容に応じて「同種業務」を「同種及び類似業務」に、「過去５年間」を「過去１０年間」に読み替えることができるものとし、 「△△発注」は、業務内容・規模に応じて
　　　「中国地方建設局及び中国地方整備局（港湾空港関係を除く）、直轄、公団関係、都道府県、政令指定都市、市町村、第三セクター等」の中から選択する。
　　⑥本店・支店・営業所の所在地は、業務内容・規模に応じて「本店、本店・支店又は営業所」の中から選択する。但し、支店又は営業所の場合、業務内容・規模に応じて技術者が常駐している営業所に限ってもよい。
　　　「○○管内」は、業務内容・規模に応じて適宜選択する。（例：中国地方整備局管内、○○県内、○○地方生活圏等）
　　⑦業務内容・規模に応じて「同種業務実績及びそれらと同等以上と認められる業務実績」を「同種業務実績」又は「同種及び類似業務」に読み替えることができるものとする。

　　２）．技術審査方式による選定は、上記【審査Ａ】において、概ね１５～２０社程度を抽出し、【審査Ｂ】の評価を行う。
　　３）．８．その他については理由を記載すること。

注）①地方支分部局所掌の「建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名基準の運用基準について」の「指名基準の留意事項」を参考に、審査基準の具体化・明確化を図る。
　　②【審査Ａ】の評価項目７項目は、必須入力とし、省略しないこと。
　　③当該業種とは、「測量」、「土木関係建設コンサルタント業務」、「地質調査業務」である。

７．資本関係、人的関係 資本関係又は人的関係のない者（注⑨参照）

８．その他

　　１）．【審査Ａ】評価項目２～７に該当する場合には、事前に除外する。

評　価　項　目 　　　　　　　選　　定　　に　　お　　け　　る　　着　　目　　点

中国地方整備局有資格業者 ①有資格業者名簿において当該業種に登録されている者（注③参照）

１．当該業務に対する技術的適
性等
　（注⑧参照）

①当該業種に係る有資格者（○○士【○○】）を有している者（注④参照）

②○○地域において過去５年間に△△発注の同種業務実績又はそれらと同等以上と認められる業務実績を有する者（注⑤参照）

③本店、支店又は営業所の所在地が○○管内にある者（注⑥参照）

２．不誠実な行為の有無
①贈賄及び不正行為等に基づく指名停止期間中でない者

②警察からの排除要請、虚偽の技術資料の提出等がない者

３．経営状況 会社更生法等手続き中でない者、取引停止処分中或いは経営状況が極めて不安定でない者

４．安全管理等の状況 事故等に基づく指名停止期間中である、その他労働基準監督署からの指導を受けているにも関わらず改善を行っていない等の項目に該当しない者

５．労働福祉の状況 賃金不払い等による労働基準監督署からの通報があるにも関わらず改善がない等の項目に該当しない者

６．業務成績 当該業種業務成績の地整内平均が過去２年連続して６０点未満でない者

　　　・人的関係
　　　　以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｲ)については、会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成11年法律第225号）第２条
　　　　第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。
　　　　（イ） 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

　　　　　　１) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
　　　　　　　　(ⅰ) 会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役　　(ⅱ) 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
　　　　　　　　(ⅲ) 会社法第２条第15号に規定する社外取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ⅳ) 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
　　　　　　２) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
　　　　　　３) 会社法第575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。）
　　　　　　４) 組合の理事
　　　　　　５) その他業務を執行する者であって、１)から４)までに掲げる者に準ずる者

　　　　（ロ） 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ねている場合
　　　　（ハ） 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

閲覧用



【審査Ｂ】

２Ａ Ａ Ｂ （－）評価なし －Ａ

１．審査基準日以降に
  おける業務成績

８０点以上 ７７点以上
８０点未満

７４点以上
７７点未満

６０点以上
７４点未満

６０点未満

局長表彰有り 部長、事務所長
表彰有り

表彰なし

２．手持ち業務の状況 ０．５未満 ０．５以上
１．５未満

１．５以上

評価対象業者の
平均回数未満

評価対象業者の
平均回数以上

３．当該業務についての技
術的適性

中国地方建設局及び中国地方整
備局（港湾空港関係を除く）・
管内の公団関係発注の同種業務

の実績有り

中国地方建設局及び中国地方整
備局（港湾空港関係）、管外の
直轄（港湾空港関係を含む）・
管外の公団関係、国の機関発注

の同種業務の実績有り

政府関係機関（公団関係以
外）、都道府県、政令指定都
市、市町村及び第三セクター発

注の同種業務の実績有り

同種業務の実績なし

当該事務所における同種業務実
績がある

当該地整（○○県）管内での直
轄の同種業務実績がある

同種業務の実績なし

同種業務の実績がある 類似業務の実績がある 同種及び類似業務の実績がない

当該事務所と災害支援協定を締
結している

本局と災害支援協定を締結して
いる

左記に該当しない

評価対象業者の
平均人数以上

評価対象業者の
平均人数未満
かつ１名以上

評価対象業者の
平均人数以上

評価対象者の
平均人数未満

評価対象業者の
平均人数以上

評価対象業者の
平均人数未満
かつ１名以上

評価対象業者の
平均人数以上

評価対象業者の
平均人数未満

測
量

評価対象業者の
平均人数以上

評価対象業者の
平均人数未満
かつ１名以上

４．審査基準日以降におけ
る安全管理等の状況

．過去１年間に整備局が文書化
した「指名停止」、「注意」・
「警告」又は「警察からの排除
要請解除日」のいずれもなし

・過去６ヶ月以上１年以内に整
備局が文書化した「指名停

止」、「注意」・「警告」又は
「警察からの排除要請解除日」

あり

過去６ヶ月以内に整備局が文書
化した「指名停止」、「注

意」・「警告」又は「警察から
の排除要請解除日」あり

　　※「　－　」については評価の対象としない。

評　価　項　目 選定における着目点
評　　　　　　　　価

過去２ヶ年間の当該業種における業務成績の平均点（注１参照）
（前々年度の平均評点＋前年度の平均評点）÷２

過去２ヶ年間の当該業種における優良業務団体表彰の有無（注１参
照）

地整全体当該業種年間手持ち業務の状況
（当該年度支払額＋当該年度実施中の業務の支払予定額）÷過去
２ヶ年間の支払額の合計

事務所の当該業種における当該年度の指名回数（※但し、評価対象
業者の平均指名回数が３回未満の場合は、全社同じ評価としＢ評価
とする）

① 同種業務の施工実績（注２参照）

②　　　　　　　〃

③ 同種及び類似業務の施工実績（注２参照）

④ 地域貢献（３０百万円未満の業務に適用）
 　・災害支援協定の有無
（対象入札方式：従来型指名競争入札、対象業種：測量・土木関係
建設コンサルタント業務・地質調査業務）

土
木

当該業種の専門分野に対する
会社の職員数（注３、４参
照）

技 術 士
(○○○)(注３参照)

ＲＣＣＭ
(○○○)(注３参照)

地
質

当該業種の専門分野に対する
会社の職員数（注３、４参
照）

技 術 士
(○○○)(注３参照)

地質調査技士

当該業種に対する会社の測量士職員数（注４参照）

・過去１年間に労働災害及び不誠実行為等により、文書による指名
停止又は注意・警告の有無
・過去１年間の警察からの排除要請の有無

総　合　評　価
　　評価項目１～４での［Ａ」の数等で順位付けを行い、１０社（標準プロポーザルにおいては３～５社）を選定する。

注）　１．　業務内容に応じて、「当該業種」を「同種業務」と読み替える。
　　　２．　【審査Ｂ】の評価項目３．同種業務の施工実績、同種及び類似業務の施工実績については、業務の実態に即して①～③を選択する。また、同種及び類似業務の定義についても明記する。

　　　７．　過去２ヶ年で１業務しか成績がない場合は、評点がない年度を６０点として平均する。過去２ヶ年で評点がない場合は、過去５年間遡り、直近年（１年）が複数の場合はその平均点を成績とし、直近年の成績が
　　　　　　１業務の場合はその点と６０点との平均点とする。
　　　８．　受注機会の確保、同種業務の受注状況等地域の実情を踏まえて、評価項目を追加することができる。

　　　３．　当該業種の専門分野とは、技術士の場合は選択科目（道路、鋼構造及びコンクリート等）、ＲＣＣＭの場合は登録部門（道路、鋼構造及びコンクリート等）である。なお、「技術士【建設－道路】」等を記入すること。
　　　４．　当該業種の専門分野に対する職員数及び当該業種に対する会社の測量士職員数は、業務内容に応じて「評価対象業者の平均人数以上、未満」の評価を外し、「１名以上」のみの評価とすることができる。
　　　　　　また、照査技術者を定める業務については、「１名以上」を「２名以上」と読み替えるものする。
　　　５．　業務の特性に応じて、「当該業務の業務特性に応じた近隣地域での業務実績、創意工夫等の技術提案に対する実績等（当該技術適性の優劣等により評価）」を選定における着目点に追加することができる。
　  　６．　「Ａ」及び「Ｂ」の合計数が同数の場合は、①業務成績、②手持ち業務量、③当該業種区分における順位の順で評価して選定する。



□　標準プロポーザルにおける業務業者選定及び審査基準　土木営繕版　　　　　

【審査Ａ】

　　　　　　　選　　定　　に　　お　　け　　る　　着　　目　　点
有資格業者名簿において建築関係建設コンサルタント業務に登録されている者

①当該業務に係る有資格者を○名以上有している者（注①､②参照）

②建築関係建設コンサルタント業務を主な業務としている者（注③参照）

③○○業務を希望している者（注④参照）

①贈賄及び不正行為等に基づく指名停止期間中でない者

②警察からの排除要請、虚偽の技術資料の提出等がない者

会社更生法等手続き中でない者、取引停止処分中或いは経営状況が極めて不安定でない者

賃金不払い等による労働基準監督署からの通報があるにも関わらず改善がない等の項目に該当しない者

［評価］

注①
注②

注③

注④

注⑤

注⑥
注⑦ 　中国地方整備局土木営繕発注とは、中国地方整備局営繕部、岡山営繕事務所、港湾空港部及び港湾空港関係事務所の所掌した業務を除いた業務を指す。（以下同じ。）
注⑧ 　審査基準日が令和7年7月31日までのものについては、令和4年度～令和5年度とする。
注⑨

注⑩ 　「直近に受注している業務の状況」等を設定し、選定することがある。

【審査Ｂ】

80点以上　　   　　 ２Ａ 65点以上74点未満 65点未満 －Ａ

77点以上80点未満　 Ａ

74点以上77点未満　　　 Ｂ

中国地方整備局土木営繕発注の過去５ｹ年度（※
１）の当該業務における業務成績60点未満の業務
の有無。

無し ― 有り －２Ａ

局長表彰有り　 ２Ａ

中国地方整備局土木営繕発注業務の当該業務手持
ち業務の状況：実施中の契約業務

無し Ａ 有り ―

中国地方整備局土木営繕発注の過去10ヶ年度の当
該業務における業務実績(※2)

土木営繕
Ａ

左記実績無し
―

有資格者数（少数第1位を四捨五入し整数とする）
平均人数=評価対象者有資格者数計/評価対象者
数）

平均人数以上

Ａ

平均人数未満 ―

・本店の所在地が主となる業務対象の市、町
又は村内 ２Ａ

・本店の所在地が主となる業務対象の県内
・支店・営業所の所在地が主となる業務対象
の市、町又は村内

Ａ

・支店・営業所の所在地が主となる業務対象
の県内

Ｂ

その他の技術的適性

過去６ヶ月以内に「指名停
止」、「文書注意」又は
「警察からの排除要請解除
日」あり

－２Ａ

※１

※２ 過去10ヶ年度とは、審査基準日が令和7年7月31日までのものについては平成26年度～令和5年度とし、令和7年8月1日以降のものについては平成27年度～令和6年度とする。

４．安全管理の状況 事故等に基づく指名停止期間中である、その他労働基準監督署からの指導を受けているにも関わらず改善を行っていない等の項目に該当しない者

５．労働福祉の状況

【令和７年度建築関係建設コンサルタント業務－１】
令和 7年 4月 1日以降適用する。

評　価　項　目　
中国地方整備局有資格業者

１．当該業務に対する技術的適性等

④本店、支店又は営業所の所在地が○○内にある者（注⑤参照）

⑤その他 （注⑥参照）

２．不誠実な行為の有無

３．経営状況

６．業務成績 中国地方整備局土木営繕発注（注⑦参照）の建築関係建設コンサルタント業務の令和５年度～令和６年度の業務成績が１件でも60点未満でない者。（注⑧参照）

７．資本関係、人的関係 資本関係又は人的関係のない者（注⑨参照）
８．その他 必要に応じて設定する事がある（注⑩参照）

・資本関係
　以下のいずれかに該当する二者の場合。
　（イ） 子会社等（会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。(ﾛ)において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。(ﾛ)において同じ。）の関係にある場合　
　（ロ） 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

○ 上記【審査Ａ】において、概ね１０～２０者を選定し【審査Ｂ】の評価を行う。なお、１０～２０者の選定において、必要に応じて評価項目1．⑤及び８．を設定することがある。
　有資格者数のうち一級建築士については、一級建築士の登録者数に加え、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の登録者数を含むものとする。（以下同じ。）
  業務種別毎に対象とする有資格者とは、以下のとおり。人数については業務内容・規模に応じて定めるものとする。
＜建築設計業務＞＜耐震（対津波）診断業務＞＜建築工事監理業務＞一級建築士。（二級建築士を加えることができる。）
＜設備設計業務＞＜設備工事監理業務＞建築設備士又は設備設計一級建築士。

　建築関係建設コンサルタント業務を主な業務にしている者とは、建設コンサルタント業務の年間平均実績額及び建設工事の年間平均完成工事高の合計に対し、建築関係建設コンサルタント業務の年間平均実績額の占める割合
が５０％以上である者。なお、中国地方整備局管内に本店がある者でPUBDIS会社コードを記載している者は、建築関係建設コンサルタント業務を主な業務として行っている者と見なす。いずれにおいても、いわゆる製造業、建
設業を主な業務としていない者。
　○○業務を希望している者とは以下のとおり。
＜建築設計業務＞有資格業者名簿において「建築一般」を希望している者で、一級建築士の登録者数が建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の合計より多い者。
　　　　　　　　ただし、耐震改修を主とする業務については、「建築一般」を希望していることに加え「構造」を希望している者。

＜耐震（対津波）診断業務＞有資格業者名簿において「耐震診断」を希望している者で、一級建築士の登録者数が建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の合計より多い者。
                          なお、改修案を作成する業務については、「耐震診断」を希望していることに加え「建築一般」・「構造」のいずれか、又は両方を希望している者とすることができる。

＜設備設計業務＞有資格業者名簿において「暖冷房・衛生・電気・機械積算・電気積算」のいずれも希望している者で、建築設備士の登録が1名以上の者。その内、建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の合計が一級建
　　　　　　　　築士の登録者数と同数以上ある者。または「建築一般」を希望していない者。

　本店、支店又は営業所の所在地は、業務内容・規模に応じて「本店」又は、「本店、支店又は営業所」のいずれかを選択する。
　「○○内」は、業務内容・規模に応じて、地域を適宜選択する。なお、対象業者数が少ない場合は隣接地域にある者を合わせて選定することができる。

　「業務実績」、「業務成績」、「当該業種区分における順位」などを設定し選定することがある。

　選定しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がある場合には、当該業種区分における順位の順で最上位の者のみを選定する。

・人的関係
　以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｲ)については、会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成11年法律第225
号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。
　（イ） 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

　　１) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
　　　(ⅰ) 会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
　　　(ⅱ) 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
　　　(ⅲ) 会社法第２条第15号に規定する社外取締役
　　　(ⅳ) 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
　　２) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
　　３) 会社法第575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。）
　　４) 組合の理事
　　５) その他業務を執行する者であって、１)から４)までに掲げる者に準ずる者

　（ロ） 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ねている場合
　（ハ） 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

評　価　項　目　 選定における着目点
評　　　　　　　　価

加点 加減点無し 減点

中国地方整備局土木営繕発注業務の過去５ｹ年度
（※１）の当該業務における優良業務履行団体表
彰の有無

無し

中国地方整備局土木営繕発注の過去５ｹ年度(※１)
の当該業務における業務成績の平均点。
(業務成績がある各年度の平均評点の合計÷業務成
績がある年度の数)

―

又は実績なし(65点扱い）

「指名停止」、「文書注
意」又は「警察からの排除
要請解除日」のいずれもな
し

部長及び事務所長表彰有り Ａ

２．手持ち業務の状況

３．当該業務についての技術的適性

―

１．業務成績

過去5ヶ年度とは、審査基準日が令和7年7月31日までのものについては平成31年度(令和元年度)～令和5年度とし、令和7年8月1日以降のものについては令和2年度～令和6年度とする。

本支店営業所の所在地　

過去６ヶ月を超え１年以内
に「指名停止」、「文書注
意」又は「警察からの排除
要請解除日」あり

－Ａ

　総　合　評　価

評価項目１～４での「Ａ」の数等で順位付けを行い、技術提案書の提出者として５者程度選定する。

評価点 「Ａ」及び「Ｂ」の各合計数が同数の場合は、①業務成績（過去5ｹ年度の当該業務における業務成績の平均点。65点で同点時は実績有りを上位）、②手持ち業務の状況、③当該業種区
分における順位の順で評価して選定する。

※評価欄以外のもの、及び「　－　」については評価の対象としない

必要に応じて設定することが出来る

４．審査基準日以降における
　　安全管理等の状況

・過去１年間に労働災害及び不誠実行為等によ
り、中国地方整備局からの指名停止又は文書によ
る注意の有無
・過去１年間に警察からの排除要請の有無

―

閲覧用



□　通常指名競争入札における業務業者選定及び審査基準　土木営繕版　　　　
【審査Ａ】 1,000万円未満の業務に適用する。

　　　　　　　選　　定　　に　　お　　け　　る　　着　　目　　点
有資格業者名簿において建築関係建設コンサルタント業務に登録されている者

①当該業務に係る有資格者を○名以上有している者（注①､②参照）

②建築関係建設コンサルタント業務を主な業務としている者（注③参照）

③○○業務を希望している者（注④参照）

①贈賄及び不正行為等に基づく指名停止期間中でない者

②警察からの排除要請、虚偽の技術資料の提出等がない者

会社更生法等手続き中でない者、取引停止処分中或いは経営状況が極めて不安定でない者

賃金不払い等による労働基準監督署からの通報があるにも関わらず改善がない等の項目に該当しない者

［評価］

○【審査Ａ】及び【審査Ｂ】において評価を行う。
注①
注②

注③

注④

注⑤

注⑥
注⑦ 　中国地方整備局土木営繕発注とは、中国地方整備局営繕部、岡山営繕事務所、港湾空港部及び港湾空港関係事務所の所掌した業務を除いた業務を指す。（以下同じ。）
注⑧ 　審査基準日が令和7年7月31日までのものについては、令和4年度～令和5年度とする。
注⑨

注⑩

【審査Ｂ】

評　　　　　　　　価

加点 加減点無し 減点

80点以上　　   　　 ２Ａ 65点以上74点未満

77点以上80点未満　 Ａ

74点以上77点未満　　　 Ｂ

中国地方整備局土木営繕発注の過去５ｹ年度
（※１）の当該業務における業務成績（※
４）が60点未満の業務の有無。

無し ― 有り －２Ａ

局長表彰有り　 ２Ａ

中国地方整備局土木営繕発注業務の当該業務
の手持ち業務の状況：実施中の契約業務

無し Ａ 有り ―

無し ２Ａ
１回 Ａ
２回 Ｂ
中国地方整備局土木営繕の業務実績有り ２Ａ
中国地方整備局営繕部等の業務実績有り Ａ

本支店営業所の所在地　 ・本店の所在地が主となる業務対象の市、町又は
村内

２Ａ

・本店の所在地が主となる業務対象の県内
・支店・営業所の所在地が主となる業務対象の
市、町又は村内
・本店の所在地が従となる業務対象の市、町又は
村内

Ａ

・支店・営業所の所在地が主となる業務対象の県
内
・本店の所在地が従となる業務対象の県内
・支店・営業所の所在地が従となる業務対象の
市、町又は村内

Ｂ

・本店の所在地が主となる業務対象の県内 ２Ａ

・本店の所在地が従となる業務対象の県内
・支店・営業所の所在地が主となる業務対象の県
内

Ａ

・支店・営業所の所在地が従となる業務対象の県
内

Ｂ

・本店の所在地が主となる業務対象の市、町又は
村内

２Ａ

・本店の所在地が主となる業務対象の生活圏 Ａ

・本店の所在地が主となる業務対象の県内 Ｂ

その他の技術的適性

過去６ヶ月以内に「指
名停止」、「文書注
意」又は「警察からの
排除要請解除日」あり

－２Ａ

※１
※２

※３ 過去10ヶ年度とは、審査基準日が令和7年7月31日までのものについては平成26年度～令和5年度とし、令和7年8月1日以降のものについては平成27年度～令和6年度とする。
※４

※５ 　入札参加者の参加機会の確保、及び同種業務の受注状況等地域の実情を踏まえて、評価項目を追加することができる。

【令和７年度建築関係建設コンサルタント業務－２】
令和 7年 4月 1日以降適用する。

評　価　項　目　
中国地方整備局有資格業者

１．当該業務に対する技術的適性等

④本店、支店又は営業所の所在地が○○内にある者（注⑤参照）

⑤その他 （注⑥参照）

２．不誠実な行為の有無

３．経営状況

４．安全管理の状況 事故等に基づく指名停止期間中である、その他労働基準監督署からの指導を受けているにも関わらず改善を行っていない等の項目に該当しない者

５．労働福祉の状況

６．業務成績 中国地方整備局土木営繕発注（注⑦参照）の建築関係建設コンサルタント業務の令和５年度～令和６年度の業務成績が１件でも60点未満でない者。（注⑧参照）
７．資本関係、人的関係 資本関係又は人的関係のない者（注⑨参照）
８．その他 必要に応じて設定する事がある（注⑩参照）

　有資格者数のうち一級建築士については、一級建築士の登録者数に加え、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の登録者数を含むものとする。（以下同じ。）
　業務種別毎に対象とする有資格者とは、以下のとおり。人数については業務内容・規模に応じて定めるものとする。
＜建築設計業務＞＜耐震（対津波）診断業務＞＜建築工事監理業務＞一級建築士。（二級建築士を加えることができる。）
＜建築積算業務＞建築積算士。
＜設備設計業務＞＜設備積算業務＞＜設備工事監理業務＞建築設備士又は設備設計一級建築士。

　建築関係建設コンサルタント業務を主な業務にしている者とは、建設コンサルタント業務の年間平均実績額及び建設工事の年間平均完成工事高の合計に対し、建築関係建設コンサルタント業務の年間平均実績額の占める割合が５
０％以上である者。なお、中国地方整備局管内に本店がある者でPUBDIS会社コードを記載している者は、建築関係建設コンサルタント業務を主な業務として行っている者と見なす。いずれにおいても、いわゆる製造業、建設業を主な
業務としていない者。
  ○○業務を希望している者とは以下のとおり。
＜建築設計業務＞有資格業者名簿において「建築一般」を希望している者で、一級建築士の登録者数が建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の合計より多い者。
　　　　　　　　ただし、耐震改修を主とする業務については、「建築一般」を希望していることに加え「構造」を希望している者。
＜耐震（対津波）診断業務＞有資格業者名簿において「耐震診断」を希望している者で、一級建築士の登録者数が建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の合計より多い者。
　　　　　　　　　　　　　なお、改修案を作成する業務については、「耐震診断」を希望していることに加え「建築一般」・「構造」のいずれか又は両方を希望している者とすることができる。
＜建築積算業務＞有資格業者名簿において「建築積算」を希望している者。
＜設備設計業務＞＜設備積算業務＞有資格業者名簿において「暖冷房・衛生・電気・機械積算・電気積算」のいずれも希望している者で、建築設備士の登録が1名以上の者。その内、建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の
                                合計が一級建築士の登録者数と同数以上ある者。または、「建築一般」を希望していない者。
＜建築工事監理業務＞有資格業者名簿において「工事監理(建築)」を希望している者で、一級建築士の登録者数が建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の合計より多い者。

＜設備工事監理業務＞有資格業者名簿において「工事監理（電気）」及び「工事監理（機械）」のいずれも希望している者で、建築設備士の登録が1名以上の者。その内、建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の合計が一級
                    建築士の登録者数と同数以上ある者。または、「建築一般」を希望していない者。
　本店、支店又は営業所の所在地は、業務内容・規模に応じて「本店」又は、「本店、支店又は営業所」のいずれかを選択する。
　「○○内」は、業務内容・規模に応じて、地域を適宜選択する。なお、対象業者数が少ない場合は隣接地域にある者を合わせて選定することができる。
　「業務実績」、「業務成績」、「当該業種区分における順位」などを設定し選定することがある。

部長及び事務所長表彰有り Ａ

　選定しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がある場合には、当該業種区分における順位の順で最上位の者のみを選定する。
　・資本関係
　　以下のいずれかに該当する二者の場合。
　　（イ） 子会社等（会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。(ﾛ)において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。(ﾛ)において同じ。）の関係
         にある場合　
　　（ロ） 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
　・人的関係
　　以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｲ)については、会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法
  （平成11年法律第225号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。
　　（イ） 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
　　　　１) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
　　　　　(ⅰ) 会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
　　　　　(ⅱ) 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
　　　　　(ⅲ) 会社法第２条第15号に規定する社外取締役
　　　　　(ⅳ) 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
　　　　２) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
　　　　３) 会社法第575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされて
          いる社員を除く。）
　　　　４) 組合の理事
　　　　５) その他業務を執行する者であって、１)から４)までに掲げる者に準ずる者
　　（ロ） 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ねている場合
　　（ハ） 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
　建築又は設備工事監理業務において、設計意図伝達の必要性が大きい工事の場合（当初設計をプロポーザル方式で実施したもの。）は、原則として対象工事の設計業務受注者でない者とする。

評　価　項　目　 選定における着目点

１．業務成績 中国地方整備局土木営繕発注の過去５ｹ年度
(※１)の当該業務における業務成績（※４）
の平均点。(業務成績がある各年度の平均評点
の合計÷業務成績がある年度の数)

共通 ― 65点未満 －Ａ

又は実績なし(65点扱
い）

建築
設計

共通 必要に応じて設定することが出来る

共通

中国地方整備局土木営繕発注業務の過去５ｹ年
度（※１）の当該業務における優良業務履行
団体表彰（※４）の有無

共通 無し ―

２．手持ち業務の状況 共通

中国地方整備局土木営繕発注業務の当該業務
における当該年度の指名回数（※２）

共通 ３回以上 ―

建築
積算

監理

設備
設計
・

設備
積算

３．当該業務についての技術
　　的適性

過去10ｹ年度（※３）の当該業務における業務
実績（※４）

共通 左記実績無し ―

「指名停止」、「文
書注意」又は「警察
からの排除要請解除
日」のいずれもなし

―

過去5ヶ年度とは、審査基準日が令和7年7月31日までのものについては平成31年度（令和元年度）～令和5年度とし、令和7年8月1日以降のものについては令和2年度～令和6年度とする。
　当該業務における指名回数は以下のとおり。
　・設計業務又は耐震（対津波）診断業務の場合は、設計業務（標準プロポを除く。）及び耐震（対津波）診断業務の指名回数とする。
　・建築積算業務の場合は、建築積算業務、設備積算業務の場合は設備積算業務の指名回数とする。
　・工事監理業務の場合は、中国地方整備局土木営繕が発注する工事監理業務の指名回数とする。

　・設計業務及び耐震（耐津波）診断業務においては、設計業務（意図伝達業務を含む）及び耐震（耐津波）診断業務を対象とする。
　・建築積算業務においては、建築積算業務、設備積算業務においては、設備積算業務を対象とする。
　・工事監理業務においては、設計業務（意図伝達業務を含む）、耐震（耐津波）診断業務及び工事監理業務を対象とする。

過去６ヶ月を超え１年
以内に「指名停止」、
「文書注意」又は「警
察からの排除要請解除
日」あり

－Ａ

　総　合　評　価

評価項目１～４での「Ａ」の数で原則２０者程度を選定する。「Ａ」の数が同数の場合、「Ｂ」の数が多い者から選定する。

評価点 「Ａ」及び「Ｂ」の各合計数が同数の場合は、原則①業務成績（過去5ｹ年度の当該業務における業務成績の平均点。65点で同点時は実績有りを上位）、②手持ち業務の状況、③当該業種区分
における順位の順で評価して選定する。

※評価欄以外のもの、及び「　－　」については評価の対象としない。

４．審査基準日以降における
　　安全管理等の状況

・過去１年間に労働災害及び不誠実行為等に
より、中国地方整備局からの指名停止又は文
書による注意の有無
・過去１年間に警察からの排除要請の有無

共通

閲覧用



□　標準プロポーザルにおける業務業者選定及び審査基準　　　　　

【審査Ａ】

　　　　　　　選　　定　　に　　お　　け　　る　　着　　目　　点
有資格業者名簿において建築関係建設コンサルタント業務に登録されている者

①当該業務に係る有資格者を○名以上有している者（注①､②参照）

②建築関係建設コンサルタント業務を主な業務としている者（注③参照）

③○○業務を希望している者（注④参照）

①贈賄及び不正行為等に基づく指名停止期間中でない者

②警察からの排除要請、虚偽の技術資料の提出等がない者

会社更生法等手続き中でない者、取引停止処分中或いは経営状況が極めて不安定でない者

賃金不払い等による労働基準監督署からの通報があるにも関わらず改善がない等の項目に該当しない者

［評価］

注①
注②

注③

注④

注⑤

注⑥
注⑦ 　中国地方整備局営繕部等発注とは、中国地方整備局営繕部、岡山営繕事務所が所掌した業務を指す。（以下同じ。）
注⑧ 　審査基準日が令和7年7月31日までのものについては、令和4年度～令和5年度とする。
注⑨

注⑩ 　「直近に受注している業務の状況」等を設定し、選定することがある。

【審査Ｂ】

80点以上　　   　　 ２Ａ 65点以上74点未満 65点未満 －Ａ

77点以上80点未満　 Ａ

74点以上77点未満　　　 Ｂ

中国地方整備局営繕部等発注の過去５ｹ年度（※
１）の当該業務における業務成績60点未満の業務
の有無。

無し ― 有り －２Ａ

局長表彰有り　 ２Ａ

中国地方整備局営繕部等発注業務の当該業務手持
ち業務の状況：実施中の契約業務

無し Ａ 有り ―

過去10ｹ年度（※２）の当該業務における業務実績 中国地方整備局営繕部等の業務実績有り
Ａ

左記実績無し
―

有資格者数 対象業者の平均人数以上 Ａ

・本店の所在地が主となる業務対象の市、町
又は村内 ２Ａ

・本店の所在地が主となる業務対象の県内
・支店・営業所の所在地が主となる業務対象
の市、町又は村内

Ａ

・支店・営業所の所在地が主となる業務対象
の県内

Ｂ

その他の技術的適性

過去６ヶ月以内に「指名停
止」、「文書注意」又は
「警察からの排除要請解除
日」あり

－２Ａ

評価項目１～４での「Ａ」の数等で順位付けを行い、技術提案書の提出者として５者程度選定する。

③当該業種区分における順位の順で評価して選定する。

※評価欄以外のもの、及び「　－　」については評価の対象としない

※１

※２ 過去10ヶ年度とは、審査基準日が令和7年7月31日までのものについては平成26年度～令和5年度とし、令和7年8月1日以降のものについては平成27年度～令和6年度とする。

過去5ヶ年度とは、審査基準日が令和7年7月31日までのものについては平成31年度(令和元年度)～令和5年度とし、令和7年8月1日以降のものについては令和2年度～令和6年度とする。

「指名停止」、「文書注
意」又は「警察からの排除
要請解除日」のいずれもな
し

―

過去６ヶ月を超え１年以内
に「指名停止」、「文書注
意」又は「警察からの排除
要請解除日」あり

－Ａ

　総　合　評　価
評価点 「Ａ」及び「Ｂ」の各合計数が同数の場合は、①業務成績（過去5ｹ年度の当該業務における業務成績の平均点。65点で同点時は実績有りを上位）、　②手持ち業務の状況、

４．審査基準日以降における
　　安全管理等の状況

・過去１年間に労働災害及び不誠実行為等によ
り、中国地方整備局からの指名停止又は文書によ
る注意の有無
・過去１年間に警察からの排除要請の有無

必要に応じて設定することが出来る

２．手持ち業務の状況

３．当該業務についての技術的適性

本支店営業所の所在地

１．業務成績 中国地方整備局営繕部等発注の過去５ｹ年度(※１)
の当該業務における業務成績の平均点。
(業務成績がある各年度の平均評点の合計÷業務成
績がある年度の数)

―

又は実績なし(65点扱い）

中国地方整備局営繕部等発注業務の過去５ｹ年度
（※１）の当該業務における優良業務履行団体表
彰の有無

部長及び事務所長表彰有り Ａ

無し ―

　（ロ） 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ねている場合
　（ハ） 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

評　価　項　目　 選定における着目点
評　　　　　　　　価

加点 加減点無し 減点

　　１) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
　　　(ⅰ) 会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
　　　(ⅱ) 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
　　　(ⅲ) 会社法第２条第15号に規定する社外取締役
　　　(ⅳ) 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
　　２) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
　　３) 会社法第575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。）
　　４) 組合の理事
　　５) その他業務を執行する者であって、１)から４)までに掲げる者に準ずる者

８．その他 必要に応じて設定する事がある（⑩参照）

・資本関係
　以下のいずれかに該当する二者の場合。
　（イ） 子会社等（会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。(ﾛ)において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。(ﾛ)において同じ。）の関係にある場合
　（ロ） 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

○ 上記【審査Ａ】において、概ね１０～２０者を選定し【審査Ｂ】の評価を行う。なお、１０～２０者の選定において、必要に応じて評価項目1．⑤及び８．を設定することがある。
　有資格者数のうち一級建築士については、一級建築士の登録者数に加え、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の登録者数を含むものとする。（以下同じ。）
  業務種別毎に対象とする有資格者とは、以下のとおり。人数については業務内容・規模に応じて定めるものとする。
＜建築設計業務＞＜耐震（対津波）診断業務＞＜建築工事監理業務＞一級建築士。（二級建築士を加えることができる。）
＜設備設計業務＞＜設備工事監理業務＞建築設備士又は設備設計一級建築士。

　建築関係建設コンサルタント業務を主な業務にしている者とは、建設コンサルタント業務の年間平均実績額及び建設工事の年間平均完成工事高の合計に対し、建築関係建設コンサルタント業務の年間平均実績額の占める割合
が５０％以上である者。なお、中国地方整備局管内に本店がある者でPUBDIS会社コードを記載している者は、建築関係建設コンサルタント業務を主な業務として行っている者と見なす。いずれにおいても、いわゆる製造業、建
設業を主な業務としていない者。
　○○業務を希望している者とは以下のとおり。
＜建築設計業務＞有資格業者名簿において「建築一般」を希望している者で、一級建築士の登録者数が建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の合計より多い者。
　　　　　　　　ただし、耐震改修を主とする業務については、「建築一般」を希望していることに加え「構造」を希望している者。

＜耐震（対津波）診断業務＞有資格業者名簿において「耐震診断」を希望している者で、一級建築士の登録者数が建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の合計より多い者。
                          なお、改修案を作成する業務については、「耐震診断」を希望していることに加え「建築一般」・「構造」のいずれか、又は両方を希望している者とすることができる。

＜設備設計業務＞有資格業者名簿において「暖冷房・衛生・電気・機械積算・電気積算」のいずれも希望している者で、建築設備士の登録が1名以上の者。その内、建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の合計が一級建
築士の登録者数と同数以上ある者。または、「建築一般」を希望していない者。

　本店、支店又は営業所の所在地は、業務内容・規模に応じて「本店」又は、「本店、支店又は営業所」のいずれかを選択する。
　「○○内」は、業務内容・規模に応じて、地域を適宜選択する。なお、対象業者数が少ない場合は隣接地域にある者を合わせて選定することができる。

　「業務実績」、「業務成績」、「当該業種区分における順位」などを設定し選定することがある。

　選定しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がある場合には、当該業種区分における順位の順で最上位の者のみを選定する。

・人的関係
　以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｲ)については、会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成11年法律第225
号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。
　（イ） 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

４．安全管理の状況 事故等に基づく指名停止期間中である、その他労働基準監督署からの指導を受けているにも関わらず改善を行っていない等の項目に該当しない者

６．業務成績 中国地方整備局営繕部等発注（注⑦参照）の建築関係建設コンサルタント業務の令和５年度～令和６年度の業務成績が１件でも60点未満でない者。（注⑧参照）

７．資本関係、人的関係 資本関係又は人的関係のない者（注⑨参照）

５．労働福祉の状況

④本店、支店又は営業所の所在地が○○内にある者（注⑤参照）

⑤その他 （注⑥参照）

２．不誠実な行為の有無

３．経営状況

【令和７年度建築関係建設コンサルタント業務－１】
令和 7年 4月 1日以降適用する。

評　価　項　目　
中国地方整備局有資格業者

１．当該業務に対する技術的適性等

閲覧用



□　通常指名競争入札における業務業者選定及び審査基準　　　　
【審査Ａ】

　　　　　　　選　　定　　に　　お　　け　　る　　着　　目　　点
有資格業者名簿において建築関係建設コンサルタント業務に登録されている者

①当該業務に係る有資格者を○名以上有している者（注①､②参照）

②建築関係建設コンサルタント業務を主な業務としている者（注③参照）

③○○業務を希望している者（注④参照）

①贈賄及び不正行為等に基づく指名停止期間中でない者

②警察からの排除要請、虚偽の技術資料の提出等がない者

会社更生法等手続き中でない者、取引停止処分中或いは経営状況が極めて不安定でない者

賃金不払い等による労働基準監督署からの通報があるにも関わらず改善がない等の項目に該当しない者

［評価］

○【審査Ａ】及び【審査Ｂ】において評価を行う。
注①
注②

注③

注④

注⑤

注⑥
注⑦ 　中国地方整備局営繕部等発注とは、中国地方整備局営繕部、岡山営繕事務所が所掌した業務を指す。（以下同じ。）
注⑧ 　審査基準日が令和7年7月31日までのものについては、令和4年度～令和5年度とする。
注⑨

注⑩

【審査Ｂ】

評　　　　　　　　価

加点 加減点無し 減点

80点以上　　   　　 ２Ａ 65点以上74点未満

77点以上80点未満　 Ａ

74点以上77点未満　　　 Ｂ

中国地方整備局営繕部等発注の過去５ｹ年度
（※１）の当該業務における業務成績（※
４）が60点未満の業務の有無。

無し ― 有り －２Ａ

局長表彰有り　 ２Ａ

中国地方整備局営繕部等発注業務の当該業務
の手持ち業務の状況：実施中の契約業務

無し Ａ 有り ―

無し ２Ａ
１回 Ａ
２回 Ｂ
中国地方整備局営繕部等の当該業務実績有り Ａ 左記実績無し ―
中国地方整備局営繕部等の業務実績有り Ａ 左記実績無し ―

本支店営業所の所在地 ・本店の所在地が主となる業務対象の市、町又は
村内

２Ａ

・本店の所在地が主となる業務対象の県内
・支店・営業所の所在地が主となる業務対象の
市、町又は村内
・本店の所在地が従となる業務対象の市、町又は
村内

Ａ

・支店・営業所の所在地が主となる業務対象の県
内
・本店の所在地が従となる業務対象の県内
・支店・営業所の所在地が従となる業務対象の
市、町又は村内

Ｂ

・本店の所在地が主となる業務対象の県内 ２Ａ

・本店の所在地が従となる業務対象の県内
・支店・営業所の所在地が主となる業務対象の県
内

Ａ

・支店・営業所の所在地が従となる業務対象の県
内

Ｂ

・本店の所在地が主となる業務対象の市、町又は
村内

２Ａ

・本店の所在地が主となる業務対象の生活圏 Ａ

・本店の所在地が主となる業務対象の県内 Ｂ

その他の技術的適性

過去６ヶ月以内に「指
名停止」、「文書注
意」又は「警察からの
排除要請解除日」あり

－２Ａ

③当該業種区分における順位の順で評価して選定する。

※１
※２

※３ 過去10ヶ年度とは、審査基準日が令和7年7月31日までのものについては平成26年度～令和5年度とし、令和7年8月1日以降のものについては平成27年度～令和6年度とする。
※４

※５ 　入札参加者の参加機会の確保、及び同種業務の受注状況等地域の実情を踏まえて、評価項目を追加することができる。

過去5ヶ年度とは、審査基準日が令和7年7月31日までのものについては平成31年度（令和元年度）～令和5年度とし、令和7年8月1日以降のものについては令和2年度～令和6年度とする。
　当該業務における指名回数は以下のとおり。
　・設計業務又は耐震（対津波）診断業務の場合は、設計業務（標準プロポを除く。）及び耐震（対津波）診断業務の指名回数とする。
　・建築積算業務の場合は建築積算業務、設備積算業務の場合は設備積算業務の指名回数とする。
　・工事監理業務の場合は、中国地方整備局営繕部等が発注する工事監理業務の指名回数とする。

  ・設計業務及び耐震（対津波）診断業務においては、設計業務(意図伝達業務を含む)及び耐震（対津波）診断業務を対象とする。
　・建築積算業務においては建築積算業務、設備積算業務においては設備積算業務を対象とする。
　・工事監理業務においては、設計業務(意図伝達業務を含む)、耐震（対津波）診断業務及び工事監理業務を対象とする。

過去６ヶ月を超え１年
以内に「指名停止」、
「文書注意」又は「警
察からの排除要請解除
日」あり

－Ａ

　総　合　評　価

評価項目１～４での「Ａ」の数で原則２０者程度を選定する。「Ａ」の数が同数の場合、「Ｂ」の数が多い者から選定する。

評価点 「Ａ」及び「Ｂ」の各合計数が同数の場合は、①業務成績（過去5ｹ年度の当該業務における業務成績の平均点。65点で同点時は実績有りを上位）、　②手持ち業務の状況、

※評価欄以外のもの、及び「　－　」については評価の対象としない。

共通 必要に応じて設定することが出来る

４．審査基準日以降における
　　安全管理等の状況

・過去１年間に労働災害及び不誠実行為等に
より、中国地方整備局からの指名停止又は文
書による注意の有無
・過去１年間に警察からの排除要請の有無

共通 「指名停止」、「文
書注意」又は「警察
からの排除要請解除
日」のいずれもなし

―

２．手持ち業務の状況 共通

中国地方整備局営繕部等発注業務の当該業務
における当該年度の指名回数（※２）

共通 ３回以上 ―

３．当該業務についての技術
　　的適性

過去10ｹ年度（※３）の当該業務における業務
実績（※４）

設計・積算

監理

建築
設計

設備
設計
・

設備
積算

建築
積算

監理

　建築又は設備工事監理業務において、設計意図伝達の必要性が大きい工事の場合（当初設計をプロポーザル方式で実施したもの。）は、原則として対象工事の設計業務受注者でない者とする。

評　価　項　目　 選定における着目点

１．業務成績 中国地方整備局営繕部等発注の過去５ｹ年度
(※１)の当該業務における業務成績（※４）
の平均点。(業務成績がある各年度の平均評点
の合計÷業務成績がある年度の数)

共通 ― 65点未満 －Ａ

又は実績なし(65点扱
い）

共通

中国地方整備局営繕部等発注業務の過去５ｹ年
度（※１）の当該業務における優良業務履行
団体表彰（※４）の有無

共通 無し ―

部長及び事務所長表彰有り Ａ

　　　　１) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
　　　　　(ⅰ) 会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
　　　　　(ⅱ) 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
　　　　　(ⅲ) 会社法第２条第15号に規定する社外取締役
　　　　　(ⅳ) 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
　　　　２) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
　　　　３) 会社法第575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされて
          いる社員を除く。）
　　　　４) 組合の理事
　　　　５) その他業務を執行する者であって、１)から４)までに掲げる者に準ずる者
　　（ロ） 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ねている場合
　　（ハ） 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

６．業務成績 中国地方整備局営繕部等発注（注⑦参照）の建築関係建設コンサルタント業務の令和５年度～令和６年度の業務成績が１件でも60点未満でない者。（注⑧参照）
７．資本関係、人的関係 資本関係又は人的関係のない者（注⑨参照）
８．その他 必要に応じて設定する事がある（注⑩参照）

　有資格者数のうち一級建築士については、一級建築士の登録者数に加え、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の登録者数を含むものとする。（以下同じ。）
　業務種別毎に対象とする有資格者とは、以下のとおり。人数については業務内容・規模に応じて定めるものとする。
＜建築設計業務＞＜耐震（対津波）診断業務＞＜建築工事監理業務＞一級建築士。（二級建築士を加えることができる。）
＜建築積算業務＞建築積算士。
＜設備設計業務＞＜設備積算業務＞＜設備工事監理業務＞建築設備士又は設備設計一級建築士。

　建築関係建設コンサルタント業務を主な業務にしている者とは、建設コンサルタント業務の年間平均実績額及び建設工事の年間平均完成工事高の合計に対し、建築関係建設コンサルタント業務の年間平均実績額の占める割合が５
０％以上である者。なお、中国地方整備局管内に本店がある者でPUBDIS会社コードを記載している者は、建築関係建設コンサルタント業務を主な業務として行っている者と見なす。いずれにおいても、いわゆる製造業、建設業を主な
業務としていない者。
  ○○業務を希望している者とは以下のとおり。
＜建築設計業務＞有資格業者名簿において「建築一般」を希望している者で、一級建築士の登録者数が建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の合計より多い者。
　　　　　　　　ただし、耐震改修を主とする業務については、「建築一般」を希望していることに加え「構造」を希望している者。
＜耐震（対津波）診断業務＞有資格業者名簿において「耐震診断」を希望している者で、一級建築士の登録者数が建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の合計より多い者。
　　　　　　　　　　　　　なお、改修案を作成する業務については、「耐震診断」を希望していることに加え「建築一般」・「構造」のいずれか又は両方を希望している者とすることができる。
＜建築積算業務＞有資格業者名簿において「建築積算」を希望している者
＜設備設計業務＞＜設備積算業務＞有資格業者名簿において「暖冷房・衛生・電気・機械積算・電気積算」のいずれも希望している者で、建築設備士の登録が1名以上の者。その内、建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の
合計が一級建築士の登録者数と同数以上ある者。または、「建築一般」を希望していない者。
＜建築工事監理業務＞有資格業者名簿において「工事監理(建築)」を希望している者で、一級建築士の登録者数が建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の合計より多い者。

＜設備工事監理業務＞有資格業者名簿において「工事監理（電気）」及び「工事監理（機械）」のいずれも希望している者で、建築設備士の登録が1名以上登録の者。その内、建築設備士及び設備設計一級建築士の登録者数の合計が
一級建築士の数と同数以上ある者。または、「建築一般」を希望していない者。
　本店、支店又は営業所の所在地は、業務内容・規模に応じて「本店」又は、「本店、支店又は営業所」のいずれかを選択する。
　「○○内」は、業務内容・規模に応じて、地域を適宜選択する。なお、対象業者数が少ない場合は隣接地域にある者を合わせて選定することができる。
　「業務実績」、「業務成績」、「当該業種区分における順位」などを設定し選定することがある。

　選定しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がある場合には、当該業種区分における順位の順で最上位の者のみを選定する。
　・資本関係
　　以下のいずれかに該当する二者の場合。
　　（イ） 子会社等（会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。(ﾛ)において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。(ﾛ)において同じ。）の関係
         にある場合
　　（ロ） 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
　・人的関係
　　以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｲ)については、会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法
  （平成11年法律第225号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。
　　（イ） 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

４．安全管理の状況 事故等に基づく指名停止期間中である、その他労働基準監督署からの指導を受けているにも関わらず改善を行っていない等の項目に該当しない者

５．労働福祉の状況

【令和７年度建築関係建設コンサルタント業務－２】
令和 7年 4月 1日以降適用する。

評　価　項　目　
中国地方整備局有資格業者

１．当該業務に対する技術的適性等

④本店、支店又は営業所の所在地が○○内にある者（注⑤参照）

⑤その他 （注⑥参照）

２．不誠実な行為の有無

３．経営状況

閲覧用



○通常指名競争入札方式及び標準プロポーザル方式における指名業者審査基準

 【令和７年度　補償関係コンサルタント業務】

【審査Ａ】 令和７年４月１日より適用

評　価　項　目 　　　　　　　選　　定　　に　　お　　け　　る　　着　　目　　点

中国地方整備局有資格業者 ①有資格業者名簿において当該業種に登録されている者

１．当該業務に対する技術
　　的適性等 ①当該業種に係る有資格者を有している者

②○○地域において過去５年間に△△発注の同種業務実績又はそれらと同等以上と認められる業務実績を有する者

③本店、支店又は営業所の所在地が○○管内にある者

２．不誠実な行為の有無 ①贈賄及び不正行為等に基づく指名停止期間中でない者

②警察からの排除要請、虚偽の技術資料の提出等がない者

３．経営状況 会社更生法等手続き中でない者、取引停止処分中或いは経営状況が極めて不安定でない者

４．安全管理等の状況 事故等に基づく指名停止期間中である、その他労働基準監督署からの指導を受けているにも関わらず改善を行っていない等の項目に該当しない者

５．労働福祉の状況 賃金不払い等による労働基準監督署からの通報があるにも関わらず改善がない等の項目に該当しない者

６．業務成績 当該業種業務成績の地整内平均が過去２年連続して６０点未満でない者

７．資本関係、人的関係

８．その他

　［評価］

　　　⑨選定しようとする者の間に、競争の適正さが阻害されると認められる資本関係又は人的関係がある場合には、当該業種区分における順位の順で最上位の者のみを選定する。

【審査Ｂ】

２Ａ Ａ Ｂ （－）評価なし －Ａ

１．審査基準日以降におけ
　　る業務成績 ８０点以上 ７７点以上８０点未満 ７４点以上７７点未満 ６０点以上７４点未満 ６０点未満

局長表彰有り
部長、事務所長

表彰有り
表彰なし

２．手持ち業務の状況

０．５未満 ０．５以上１．５未満 １．５以上

評価対象業者の平均回数未
満

評価対象業者の平均回数以
上

３．当該業務についての技
　　術的適性

中国地方建設局及び中国地
方整備局（港湾空港関係を
除く。）・管内の公団関係
発注の同種業務の実績有り

中国地方整備局（港湾空港
関係）・管外の直轄（港湾
空港含む。）・管外の公団
関係、国の機関発注の同種
業務の実績有り

政府関係機関（公団関係以
外）、都道府県、政令指定
都市、市町村及び第三セク
ター発注の同種業務の実績
有り

同種業務の実績なし

当該事務所における同種業
務実績がある

当該地整（○○県）管内で
の同種業務実績がある

同種業務の実績なし

評価対象業者の平均人数以
上

評価対象業者の平均人数未
満かつ１名以上

評価対象業者の平均人数以
上

評価対象業者の平均人数未
満かつ１名以上

評価対象業者の平均人数以
上

評価対象業者の平均人数未
満かつ１名以上

評価対象業者の平均人数以
上

評価対象業者の平均人数未
満かつ１名以上

評価対象業者の平均人数以
上

評価対象業者の平均人数未
満かつ１名以上

評価対象業者の平均人数以
上

評価対象業者の平均人数未
満かつ１名以上

評価対象業者の平均人数以
上

評価対象業者の平均人数未
満かつ１名以上

４．審査基準日以降におけ
　る安全管理等の状況

．過去１年間に整備局が文
書化した「指名停止」、
「注意」・「警告」又は

「警察からの排除要請解除
日」のいずれもなし

・過去６ヶ月以上１年以内
に整備局が文書化した「指
名停止」、「注意」・「警
告」又は「警察からの排除

要請解除日」あり

過去６ヶ月以内に整備局が
文書化した「指名停止」、
「注意」・「警告」又は

「警察からの排除要請解除
日」あり

　　評価項目１～４での［Ａ」の数等で順位付けを行い、１０社（標準プロポーザルにおいては３～５社）を選定する。

　　　　　　　※「－」については評価の対象としない。

　　　　注）      １．　業務内容に応じて、「当該業種」を「同種業務」と読み替える。

　　　　　　　　　２．　評価項目「３．同種業務の施工実績」については、業務の実態に即して①又は②を選択する。

　　　　　　　　　３．　当該業種の専門分野に対する職員数は、業務内容に応じて「評価対象業者の平均人数以上、未満」の評価を外し、「１名以上」のみの評価とすることができる。

　　　　　　　　　　　　また、照査技術者を定める業務については、「１名以上」を「２名以上」と読み替えるものする。

　　　　　　　　　４．　当該業種の専門分野に対する職員数は、業務内容に応じて評価項目を選択するものとする。

　　　　　　　　　５．　「Ａ」及び「Ｂ」の合計数が同数の場合は、①業務成績、②手持ち業務量、③当該業種区分における順位の順で評価して選定する。
 　　　　　　　　　６．　過去２ヶ年で１業務しか成績がない場合は、評点がない年度を６０点として平均する。過去２ヶ年で評点がない場合は、過去５年間遡り、直近年（１年）が複数の場合はその平均点を成績とし、直近年の成績が１業務の場合はその

　　　　　　　　　　　　点と６０点との平均点とする。

　　　　　　　　  ７．　受注機会の確保、同種業務の受注状況等地域の実情を踏まえて、評価項目を追加することができる。

過去２ヶ年間の当該業種における業務成績の平均点（注１

参照）

（前々年度の平均評点＋前年度の平均評点）÷２

過去２ヶ年間の当該業種における優良業務団体表彰の有
無（注１参照）

２級建築士以上

その他の資格者

・過去１年間に労働災害及び不誠実行為等により、文書
による指名停止又は注意・警告の有無
・過去１年間の警察からの排除要請の有無

地整全体当該業種年間手持ち業務の状況：
（当該年度支払額＋当該年度実施中の業務の支払予定
額）÷過去２ヶ年間の支払額の合計

不動産鑑定士

土地家屋調査士、司法書士

補償業務管理士

用地調査
等共通仕
様書第７
条に規定
する資格

測量士等

１級建築士

　総　合　評　価

事務所の当該業種における当該年度の指名回数

※但し、評価対象業者の平均指名回数が３回未満の場合
は、全社同じ評価としＢ評価とする

①同種業務の施工実績（注２参照）

②同種業務の施工実績（注２参照）

当該業種の専門分野に
対する会社の職員数
（注３、４参照）

　　　　　　（ハ） 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

評　価　項　目 選定における着目点
評　　　　　　　　価

資本関係又は人的関係のない者（注⑨参照）

　　　　　・資本関係
　　　　　　以下のいずれかに該当する二者の場合。
　　　　　　（イ） 子会社等（会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。(ﾛ)において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。(ﾛ)において同じ。）の関係にある場合
　　　　　　（ロ） 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

　　　　　・人的関係
　　　　　　以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｲ)については、会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成11年法律第225号）第２条
　　　　　　第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。
　　　　　　（イ） 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

　　　　　　　　１) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
　　　　　　　　　　(ⅰ) 会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
　　　　　　　　　　(ⅱ) 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
　　　　　　　　　　(ⅲ) 会社法第２条第15号に規定する社外取締役
　　　　　　　　　　(ⅳ) 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
　　　　　　　　２) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
　　　　　　　　３) 会社法第575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。）
　　　　　　　　４) 組合の理事
　　　　　　　　５) その他業務を執行する者であって、１)から４)までに掲げる者に準ずる者

　　　　　　（ロ） 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）を現に兼ねている場合

閲覧用閲覧用


	3 02_R7審査基準（閲覧用）（案）
	4 02_R7審査基準（閲覧用）（案）
	5 02_R7審査基準（閲覧用）（案）
	6 02_R7審査基準（閲覧用）（案）
	7 02_R7審査基準（閲覧用）（案）
	8 02_R7審査基準（閲覧用）（案）
	9 02_R7審査基準（閲覧用）（案）

